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特記事項 

本PDFファイルは音声読上げ用です。閲覧を目的としたPDFファイルではありません。 

JIS案等の閲覧は，閲覧用ファイルをご利用ください。 

音声読上げする場合は、PDF文章の音声再生が可能なツールをご利用ください。 

ご利用の環境によっては，音声の読上げがされないことがあります。 

本PDFファイルの情報はJIS案等から機械的に抽出したテキスト情報で構成されています。 

これらは音声読上げに最適化されたものではありませんので，規格の内容が正しく読み上げされない可

能性があることをご了承願います。 
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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS C 60068-2-43:1993

は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 

 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 

 C 60068-2-43：0000 

 (IEC 60068-2-43：2003) 

環境試験方法－電気・電子－第 2－43部： 

接点及び接続部の硫化水素試験方法 

（試験記号 Kd） 

Environmental testing Part 2-43: Tests Test Kd:  

Hydrogen sulphide test for contacts and connections 

 

序文 

この規格は，2003 年に第 2 版として発行された IEC 60068-2-43 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

1 適用範囲 

この規格は，接点及び接続部に用いる銀及び銀合金の腐食の影響を評価するための加速試験方法につい

て規定する。 

この試験は，特に比較情報を得るのに適している。 

この試験は，汎用的な腐食試験としては必ずしも適切ではない。すなわち，工業雰囲気での接点及び接

続部の挙動を予測しないこともあり得る。 

注記 1  加速腐食試験から得られる情報は限定的である。この規格に関連する方針として JIS C 60068-

2-46（環境試験方法－電気・電子－接点及び接続部の硫化水素試験－指針）がある。また，JIS C 

60355（環境試験方法－電気・電子－大気腐食に対する加速試験－指針）もある。 

この試験の目的を次に示す。 

a) 硫化水素を含む雰囲気が，次の材質からなる接点の接触特性に及ぼす影響を判定する。 

－ 銀又は銀合金 

－ 他の層で保護された銀 

－ 銀又は銀合金で覆われた他の金属 

b) a) に記載する材料からなる無はんだ接続の密着性又は有効性を確認する。 

全ての試験での主要な性能評価尺度は，硫化水素雰囲気への暴露によって生じる接触抵抗の変化である。 

注記 2  この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 60068-2-43:2003，Environmental testing Part 2-43: Tests Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts 

and connections（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 
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警告 硫化水素ガスは，非常に毒性が高く，吸引を避けるための適切な対策を講じなければならない。

また，ガスの処分にも注意を払わなければならない。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。これらの引用規格は，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用し

ない。 

JIS C 5402-2-1:2005 電子機器用コネクタ－試験及び測定－第 2-1 部：導通及び接触抵抗試験－試験

2a：接触抵抗－ミリボルトレベル法 

注記 対応国際規格による引用規格：IEC 60512-2-1:2002, Connectors for electronic equipment - Tests 

and measurements - Part 2-1: Electrical continuity and contact resistance tests - Test 2a: Contact 

resistance Millivolt level method 

3 試験装置 

3.0A 一般 

試験装置は，耐候性システム，試験槽，ガス供給系装置及びガス濃度を測定する手段で構成する。附属

書 A に一例を示す。 

3.1 試験槽 

試験槽及びその附属品は，硫化水素と反応又は硫化水素を吸収することなく，試験雰囲気の腐食効果に

影響を与えない材料で製作する。試験雰囲気は，試験槽を通る空気と硫化水素との混合ガスの総流量が 1

時間当たり 3 回～5 回入れ換わるように，直径が十分大きい径の管で試験槽に給排気する。試験槽からの

排気は，実験室内に漏れ出さないようにする。 

試験雰囲気の生成手段を含む試験槽の詳細な構造は，次の条件を満たせば任意でよい。 

a) 試験槽内の供試品が占める部分の雰囲気条件は，規定範囲内とする。 

b) 試験中の供試品は，流入するガスが直接 当たらないよう保護する。 

c) 装置は，供試品を平均 20 m/h～60 m/h（約 6 mm/s～17 mm/s）の速度で動かすか，又は雰囲気を静かに

かくはん（撹拌）して，雰囲気と供試品との間に同じ相対速度が得られるように準備する。 

d) 試験槽内に結露が生じないようにする。 

e) 試験槽は，直射日光に暴露することがなく，観察用の照度レベル（昼光，白熱灯又は蛍光灯による）

は，試験槽内で暴露する表面のどの箇所でも 50 lx～300 lx とする。 

適切な試験槽の例を附属書 A に示す。 

4 試験雰囲気 

試験槽内雰囲気の組成は，次の条件を満足しなければならない。 

－ 硫化水素濃度：1010-6 vol/vol（10 ppm）～1510-6 vol/vol（15 ppm） 

注記 “ppm”は“parts per million”（百万分率）の略である。 
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－ 温度：25 ℃ ± 2 ℃ 

－ 相対湿度：75 % 

相対湿度は，75 %に可能な限り近づけ，いかなる場合も 80 %を超えず 70 %を下回ってはならない。 

試験雰囲気は，硫化水素（任意の利便性の高い供給源）から供給を空気及び水蒸気と混合し，均一な混

合物を確保する方法で得てもよい。（少量の硫化水素を均一に分布させるためには，二段階以上の混合を必

要とする場合がある。） 

5 前処理 

供試品は，製造業者の指示，関連する製品規格又は関係者間の合意がある場合を除いて，いかなる方法

でも洗浄してはならない。 

6 試験方法 

6.1 初期測定 

製品規格では，機械的試験（例えば，衝撃試験又は振動試験）と組み合わせて，試験の前後に接触抵抗

の測定を規定してもよい。 

供試品は，製品規格の規定によって，接触抵抗の測定，機械的検査及び機械的耐久試験を実施する。 

接触面に形成された皮膜の損傷を避けるため，接触抵抗は，JIS C 5402-2-1:2005 に従って測定する。 

6.2 試験手順 

試験開始に先立ち，硫化水素濃度，温度及び相対湿度の状態が安定していることを，適切な測定によっ

て確認する。確実にこれらの状態を維持するために，試験中，定期的に確認する。 

供試品は，互いに接触せず，試験雰囲気から他の供試品を覆うこと又は遮蔽することがないように配置

する。 

試験期間中，接点の接触が阻害されないよう適切な対策を講じる。 

供試品は，製品規格の規定に従い，接点を“開”及び／又は“閉”の状態で暴露する。 

供試品は，電気負荷がない状態で暴露するか，製品規格に従って暴露する。 

供試品は，製品規格に従って 4 日間，10 日間又は 21 日間，試験雰囲気に連続で暴露する。 

6.3 最終測定 

供試品は，試験槽から取り出して，接触抵抗を測定する前に，1 時間以上 2 時間以内 標準後処理条件下

で保管する。 

注記 1 標準後処理条件は，JIS C 60068-1:2016 の 4.4 参照 

標準後処理条件下に保管している間，接点の接触状態が変わらないように適切な対策を講じる。接触抵

抗の測定方法は，初期測定と同じ方法とする。 
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規定する時間内に必要な測定ができない場合，後処理条件下に保管する時間は，最大 24 時間まで延長し

てもよい。延長時間は，報告書に記載する。 

注記 2 6.3 の 3 段落目は，対応国際規格では Note に記載されていたが，要求事項を含むため本文に記

載した。 

一般に，接点を“閉”状態で暴露した供試品は，接点を“開”状態とする前に接触抵抗を測定する。接

点を“開”状態で暴露した供試品は，1 回目の“閉”状態で接触抵抗を測定する。 

最終測定前の接点の取扱方法及び測定の詳細は，製品規格による。 

製品規格に規定がある場合，供試品の目視検査を実施する。 

7 製品規格に規定する事項 

製品規格には，次の事項を規定する。 

a) 試験前に行う測定，検査及び機械的耐久試験 

b) 試験中の接点の状態：閉又は開 

c) 供試品の電気負荷又は動作状態（適用する場合） 

d) 試験時間 

e) 試験後に実施する測定，検査及び目視検査 
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附属書 A 

（参考） 

硫化水素試験装置の例 

 

この附属書は，一例として，必要な成分を直接混合して試験雰囲気を生成するのに適した装置の概略を

示している。この規格の規定を満足すれば，他の装置，混合及び調整の方法を用いてもよい。 

図 A.1 に示す試験装置は，空気調節装置，定量ポンプ付ガス供給装置，試験槽，排気ガスから硫化水素

を除去するガス洗浄ボトル，空気流量計及び吸引ポンプで構成する。 

 

   

図 A.1－試験装置の概略図（一例） 

 

 

吸引ポンプ及び冷却トラップ 

空気流量計 

ガス洗浄ボトル 

遮断材 

加熱及び／又は冷却装置 

バッフル板 

腐食性ガス注入器 

フレッシュエアフィルタ 

ガス供給源 

定量ポンプ 

空気調整設備 

減圧弁 
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